
令和８年４月２６日（日）
午前７時～午後６時

投票日当日に投票できない人は，期日前投票制度をご利用ください。

令和８年 ４月２２日（水）から４月２５日（土）まで

午前８時３０分～午後８時まで
場所・・・矢掛町役場１階 ロビー

矢掛投票区 矢掛町農村環境改善センター

美川投票区 美川生活改善センター

三谷投票区 三谷コミュニティセンター

山田投票区 山田会館

川面投票区 鵜江会館

中川投票区 中川町民会館

小田投票区 こうど会館

○投票場所 ○投票できる人

・満１８歳以上
（平成20年4月27日生まれの人まで）
で、令和8年1月20日までに矢掛町に
転入手続きをし、引き続き矢掛町の住
民基本台帳に登録がある人
・上記要件を満たし、公職選挙法に定め
る選挙に関する犯罪等で選挙権の停
止を受けていない人

矢掛町選挙管理委員会 電話：８２－１１１９ 有線：０６０１

○入場券
・投票所の入場券は、有権者のみなさん
の利便を図るために、事前に郵送で発
送する予定です。地域によっては、届く
までに時間がかかることもあります。
届いていない場合、紛失した場合でも
投票はできます。

※入場券が届いていましたら、持参してください。
届いていない、紛失した場合でも投票できます。

矢掛町の未来へ、あなたの一票を！

http://www.google.com/imgres?lr=lang_ja&sa=X&biw=1366&bih=648&tbs=lr:lang_1ja&tbm=isch&tbnid=RVVYorFpi3wm4M:&imgrefurl=http://www.city.tainai.niigata.jp/shiyakusho/senkyo/kijituzenn.html&docid=Mmc33YkjlyYavM&imgurl=http://www.city.tainai.niigata.jp/shiyakusho/senkyo/images/single%2010.jpg&w=2037&h=1730&ei=q9AWU_mWIMa2kgXLhoDIAg&zoom=1&ved=0CPsCEIQcMF8&iact=rc&dur=1736&page=5&start=95&ndsp=25


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の行為が禁止されています 

【平時より禁止されるもの】 

● 政治家の寄附の禁止 
 政治家が選挙区内にある者に対して寄附をする
ことは、その時期や名義のいかんに関わらず、罰
則をもって禁止されています。また、政治家以外
の者が政治家の名義の寄附をすることも罰則をも
って禁止されています。 

 ● 政治家の関係団体の寄附の禁止 
 政治家が役職員や構成員である団体や会社が、
選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示
したり、氏名が類推されるような方法で寄附をす
ることは禁止されており、選挙に関して寄附をす
ると処罰されます。 

● 政治家に対する寄附の勧誘･要求の禁止 

 政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をす
ることも禁止されています。政治家を威迫して、
あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる
目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家
名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫
して求めると処罰されます。 

 ● 政治家の後援団体の寄附の禁止 

 政治家の後援団体（いわゆる後援会）が、選挙
区内にある者に対して、後援団体の設立目的によ
り行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附
をすると、その時期や名義のいかんに関わらず処
罰されます。 

【選挙に関して行うことが禁止されるもの】 

● 政治家の氏名等を冠した団体の寄附の禁止 
 政治家の氏名が表示されたり、氏名が類推され
るような名称が表示されている団体が、選挙に関
し、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、
名義のいかんに関わらず処罰されます。 

 ● 請負等の契約の当事者の寄附の禁止 
 国、地方公共団体と請負その他特別の利益を伴
う契約の当事者がそれぞれの選挙に関して寄附
をすることや、これらの者からそれぞれの選挙に
関して寄附を受けることは、罰則をもって禁止さ
れています。 

【その他、禁止されている行為】 

○ 政治家が選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞などの
あいさつ状（電報なども含む）を出すことは禁止されています。 

○ 政治家や政治家の後援団体（いわゆる後援会）が、選挙区内にある者に対して、主として挨拶を目的
とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットなどに出すと処罰されます。 

 

 

詳しくは 総務省ホームページ なるほど！選挙「寄附の禁止」をご覧ください。 
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html 

政治家（候補者、候補者になろうとする者、
現に公職にある者）の寄附禁止ルール 

 

  政治家の寄附は禁止…贈らない！ 

  政治家の寄附を求めない！ 

  政治家の寄附を受け取らない！ 

町政選挙執行前に、改めて有権者の皆さんに知っていただきたいのが
、きれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公正の確保を
目指す「三ない運動」（贈らない、求めない、受け取らない）です。 
政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政

治家に寄附や贈り物を求めることも、公職選挙法により禁止されてい
ます。 
明るい選挙のために「三ない運動」を徹底しましょう。 

三   運動 

□ ✓ 

□ ✓ 

□ ✓ 


